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・感潮区間では、有明海の潮汐によって運ばれるガタ土が低水路を形成。
・高水敷では、ヨシが繁茂し、洪水流下の能力を低下させ、河川水位を上昇
させる要因となっている。

高水敷に繁茂するヨシ

低水路を形成しているガタ土

六角川流域の特徴 六角川流域水害対策協議会
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佐賀平野の干拓の歴史
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海岸にできた干潟の前に堤防を築いて土地を造成

極めて平坦な平野を形成

吉野ヶ里遺跡

六角川流域水害対策協議会



佐賀・白石平野の特徴
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・佐賀平野は最大約６ｍ

の干満差のある有明海

に面した低平地

・一度はん濫すれば広域

かつ長期間にわたって

浸水が続き甚大な被害

になる

佐賀市街 脊振山地

筑後川

有明海

城原川

嘉瀬川
六角川

佐賀平野

H2.7.2 出水（六角川・武雄川）

R34バイパス
高速道路(長崎自動車道)
との接続道

朝日出張所
(現在)

R34（出水時
には冠水）

高速道路
(長崎自動車道)

六角川流域水害対策協議会
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六角川を河口から望む 六角川流域水害対策協議会

六角川大橋

六角川河口堰

大町町

武雄市

白石町

江北町

有明沿岸道路

至白石町

至小城市

江北駅

長崎自動車道

ＪＲ長崎本線

国道２０７号

至小城市

至佐世保

六
角
川

小城市

牛津川
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［ 六角川本支川縦断図 ］

下流中流上流

約1/60約1/150～1/1030 約1/1530～1/45000
六角川

下流中流上流

約1/240 約1/480
～1/620

約1/2600
～1/5600

牛津川 4
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近年洪水の概要（令和元年８月、令和３年８月） 六角川流域水害対策協議会
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河川整備の進捗状況

【県】河道掘削、橋梁改築

牛津川遊水地

河道掘削

河道削削

【県】広田川排水機場新設高橋排水機場増強

【県】河道掘削、橋梁改築

築堤（引堤）

河道掘削

六角川→

六 角 川

位置図

六角川洪水調節施設

牟田辺遊水地(既設)

ヨシ繁茂抑制対策

実施中
完了
今後実施
県激特事業

凡例

六角川流域水害対策協議会



六角川流域の課題（河川対策実施後の浸水リスク（令和３年８月洪水規模））

①被災時点

浸水面積（ha） 約5,550

浸水戸数
（戸）

全体 約3,700

床上 約1,500

：R3.8実績浸水区域
：六角川流域界

②激特事業完了後

浸水面積（ha） 約4,450

浸水戸数
（戸）

全体 約2,350

床上 約550
牟田辺遊水地

牛津川遊水地

牟田辺遊水地

③六角川洪水調節施設完了後

浸水面積（ha） 約4,400

浸水戸数
（戸）

全体 約2,250

床上 約500

牟田辺遊水地

牛津川遊水地

六角川洪水調節施設

・
ヨ
シ
繁
茂
抑
制
対
策

・
広
田
川
排
水
機
場
新
設

・
高
橋
排
水
機
場
増
強

・
牛
津
川
遊
水
地
整
備

・六角川洪水調節施設整備

河川対策により、浸水戸数は減少するが、
約500戸の床上浸水が残る
※特定都市河川流域における床上浸水戸数は約400戸

※各時点の解析結果は、直轄管理区間からの越水及び内水による浸水を考慮したもの 7

特定都市河川指定 特定都市河川指定

特定都市河川指定

六角川流域水害対策協議会
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流域水害対策計画に定める事項

・計画期間
・都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨
・浸水被害対策の基本方針

都市浸水想定

～流域のあらゆる関係者の協働により推進～

・特定都市河川の整備

・河川管理者が行う雨水
貯留浸透施設の整備

・特定都市下水道の
整備

・特定都市下水道の
ポンプ施設の操作

・雨水貯留浸透施設の
整備その他雨水の一時
的な貯留、又は地下へ
の浸透

・雨水貯留浸透施設整
備計画の認定に関する
基本的事項

・都市浸水想定の区域
における土地の利用

・貯留機能保全区域又
は浸水被害防止区域
の指定等

・浸水被害の拡大を防
止するための措置

河川管理者主体
下水道管理者主体

河川、下水道管理者以外の者主体

今回確認事項

六角川流域水害対策協議会
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計画期間（案）

特定都市河川浸水被害対策法の施行通知においては、『効果を発現させるために必要な期間、概ね
２０～３０年間程度を一つの目安にする』としている。

［計画期間の考え方］

河川、下水道、まちづくりの計画期間を勘案

「六角川水系河川整備計画
（国管理区間）」(R2)におけ

る河川整備計画の対象期間
は概ね３０年であり、流域水
害対策計画は六角川流域の
うち、特定都市河川流域を
対象とした計画である。

特定都市河川流域自治体の
公共下水道事業計画の計画
期間が概ね２０年である。

「佐賀県の都市計画に関す
る基本方針」は、概ね２０年
間の都市計画の基本的な方
向性を示している。

特定都市河川流域自治体の
都市計画に関する計画期間
が概ね２０年である。

計画期間は概ね２０年を基本として検討

六角川流域水害対策協議会
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目標となる降雨（六角川流域における主要洪水）（案）

潮見橋

妙見橋

砥川大橋

住ノ江橋六角橋

新橋

計画高水位を超過した観測所
水位観測所

214
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1000
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岸川（多久市）

H2.7
R1.8
R3.8

265
354

419

252

439
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0

500

1000

6時間 24時間 72時間

西多久（多久市）

H2.7
R1.8
R3.8

251
343

424

253

398
447

214

474

833

0

500

1000

6時間 24時間 72時間

武雄（武雄市）

H2.7
R1.8
R3.8

278
378

455

305
395

444

164

355

680

0

500

1000

6時間 24時間 72時間

白石（白石町）

H2.7
R1.8
R3.8

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

令和３年８月の前線に伴う大雨では、流域全体で降雨が長期間継続したことが特徴で、 72時間最大降水量は、過
去に大きな被害が発生した令和元年８月出水と平成２年７月出水に比べ大幅に上回る値を記録した。

：H2.7、R1.8を上回る降雨を観測
にしたく きしかわ

たけお しろいし
岸川雨量観測所

西多久雨量観測所

武雄雨量観測所

白石雨量観測所

椛島橋

六角川流域水害対策協議会
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潮見橋

妙見橋

計画高水位を超過した観測所
水位観測所

令和３年８月前線に伴う大雨では、潮見橋および新橋水位観測所（六角川）における最高水位は、過去に大きな被
害が発生した令和元年８月出水と平成２年７月出水を上回る値を記録した。

砥川大橋

住ノ江橋

六角橋

新橋

妙見橋水位観測所

みょうけんばし

しんばし

ろっかくばし

すみのえばし

みょうけんばし

しおみばし

とがわおおはし

牟田辺遊水地
●

新橋水位観測所

しんばし

砥川大橋水位観測所

とがわおおはし

潮見橋水位観測所

しおみばし

椛島橋

六角川流域水害対策協議会目標となる降雨（六角川流域における主要洪水）（案）
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（m）

平成２年７月 ４．８５ｍ
これまでの観測史上最高水位
（昭和６１年観測以降）

氾濫危険水位 ３．１ｍ

令和３年８月１４日 ７：２０
ピーク水位 ４．８６ｍ
観測史上最高水位
（昭和６１年観測以降）

六角川(潮見橋水位観測所)の年最高水位比較図

目標となる降雨は、特定都市河川流域で最高水位を記録した令和３年８月洪水とする

六角川流域水害対策協議会目標となる降雨（六角川流域における主要洪水）（案）



13

浸水被害対策の基本方針（案）

令和３年８月洪水規模に対して、床上浸水を解消するため、河川対策に加え、流域対策、ソフト対策等を流域の
あらゆる関係者が主体的に取り組む「流域治水」を基本とし、「水災害に強く、住み続けられるまちづくり」の実現
のため、下記の３つの視点から、水災害対策を総合的かつ多層的に進める。

◆河川整備
◆下水道整備
◆雨水貯留浸透施設等の整備
◆既存施設の治水活用
◆森林整備・保全 等

◆雨水浸透阻害行為の許可
◆貯留機能保全区域の指定
◆浸水被害防止区域の指定
◆災害リスクの低い土地への

移転、居住誘導
◆宅地の嵩上げ 等

◆“逃げ遅れゼロ”へ向けた

情報発信システム等の整備
◆防災教育や防災知識の普及に

関する取り組み
◆支川の洪水浸水想定区域図

作成等水災害リスク情報の
充実 等

河川整備の推進

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策
（ハザードへの対策）

②被害対象を減少させるための対策
（暴露への対応）

③被害の軽減、早期復旧、復興
のための対策

（脆弱性への対応）

貯留機能を有する土地のイメージ

水災害リスク情報の充実

防災知識の普及活動
浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まいづくりの工夫のイメージ

六角川流域水害対策協議会
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流域水害対策計画の基本的な考え方（案）

主要洪水の中でも、特定都市河川流域で最高水位を記録した令和３年８月洪水を計画対象降雨とする

■計画期間

河川整備計画、下水道計画、まちづくり関係の計画期間を勘案し、概ね20年を基本として検討する

■目標となる降雨

下水道整備

排水ポンプの運転調整

移転等の促進

保全調整池

貯留機能保全区域

校庭貯留

河川管理者による
雨水貯留浸透施設の整備

宅地内排水設備に
貯留浸透機能を付加

雨水浸透阻害行為の
許可

浸水被害防止区域

浸水被害防止区域

河川改修

公園貯留
雨水貯留浸透施設
整備計画の認定

他の地方公共団体の負担

■浸水被害対策の基本方針

令和３年８月洪水規模に対して、河川対策だけでなく、流域対策、土地利用のルールづくり等多層的な
水災害対策を実施することにより、床上浸水を解消し、「住み続けられるまちづくり」を実現する

特定都市河川流域における水災害対策のイメージ

六角川流域水害対策協議会



流域水害対策計画策定までの流れ（案）

関
係
者
間
の
事
前
の
合
意
形
成

第
一
～
四
回

六
角
川
水
系
流
域
治
水
協
議
会

●
特
定
都
市
河
川
指
定
の
考
え
方
等
の
整
理

第
五
回

六
角
川
水
系
流
域
治
水
協
議
会

●
流
域
関
係
者
へ
の
事
前
の
情
報
提
供

特
定
都
市
河
川
指
定

法
定
意
見
聴
取

特
定
都
市
河
川
指
定
の
告
示
、
確
認
書
調
印
式

協
議
会
設
立
に
関
す
る
関
係
者
へ
の
事
前
説
明

第
一
回

六
角
川
流
域
水
害
対
策
協
議
会

●
流
域
水
害
対
策
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
の

確
認

●
流
域
水
害
対
策
計
画
（
案
）
公
表

●
流
域
水
害
対
策
計
画
（
原
案
）
公
表

流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
住
民
・事
業
者
等
へ
の
周
知

流
域
治
水
支
援
窓
口
の
設
置

流
域
水
害
対
策
計
画
の
検
討

都
市
浸
水
想
定
の
作
成

原
案
公
表
に
向
け
た
事
前
協
議

関
係
部
局
協
議

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

住
民
意
見
交
換

～R4.10 R4.11.29 R5.1.20 R5.3.28R5.2~R5.3 R5.6.13

特
定
都
市
河
川
指
定
に
関
す
る
要
望
活
動

●
流
域
水
害
対
策
計
画
（
原
案
）
骨
子
の
確
認

都
市
浸
水
想
定
の
ト
ラ
イ
ア
ル

原
案
及
び
今
後
の
進
め
方
を
議
論

適宜、流域水害対策協議会やWGを実施
※具体的な内容はWGで検討を行う

現在

15

六角川流域水害対策協議会
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【参考】特定都市河川浸水被害対策法の制度・施策等

P

貯留機能保全区域の指定

保全調整池の指定

下水道整備

排水ポンプの運
転調整

浸水被害防止区域の指定

雨水貯留浸透施設の整備
移転等の促進

雨水浸透阻害行為の許可

河川改修・排水機場等の
ハード整備

洪水・雨水を一時的に貯留する機能を有する
農地等を指定し、機能を阻害する盛土等の行
為に対し、事前届出を義務付けることができる
• 指定権者：都道府県知事等
• 盛土等の行為の事前届出を義務化
• 届出内容に対し、必要に応じて助言・勧告
が可能

100m3以上の防災調整池を保
全調整池として指定し、機能を
阻害する埋立等の行為に対し、
事前届出を義務付けることができ
る
• 指定権者：都道府県知事等
• 埋立等の行為の事前届出を
義務化

• 届出内容に対し、必要に応じ
て助言・勧告

流域で雨水を貯留・浸透させ、水害リスク
を減らすため、公共に加え、民間による雨
水貯留浸透施設の設置を促進する
①雨水貯留浸透施設整備計画の認定
都道府県知事等が認定することで、補
助金の拡充、税制優遇、公共による管理
ができる制度等を創設
• 対象：民間事業者等
• 規模要件：≧30m3（条例で0.1–

30m3の間で基準緩和が可能）
②国有財産の活用制度
国有地の無償貸付又は譲与ができる

• 対象：地方公共団体 田畑等の土地が開発され、雨水が地
下に浸透せず河川に直接流出すること
により水害リスクが高まることがないよう、
一定規模以上の開発について、貯留・
浸透対策を義務付ける

• 対象：公共・民間による1,000㎡※

以上の雨水浸透阻害行為
※条例で基準強化が可能

浸水被害が頻発し、住民等の生命・身体に著しい
危害が生じるおそれのある土地を指定し、開発規制
や居住誘導・住まい方の工夫等の措置を講じること
ができる
• 指定権者：都道府県知事
• 都市計画法上の開発の原則禁止(自己用住宅除く)
• 住宅・要配慮者施設等の開発・建築
行為を許可制とすることで安全性を確保

流域水害対策計画に位置付けられた
メニューについて、整備を加速化する
• 河道掘削、堤防整備
• 遊水地、輪中堤の整備
• 排水機場の機能増強 等

保全調整池

貯留機能保全区域

校庭貯留

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

宅地内排水設備に
貯留浸透機能を付加

雨水浸透阻害
行為の許可

浸水被害防止区域

浸水被害防止区域

河川改修

公園貯留
雨水貯留浸透施設
整備計画の認定

他の地方公共団体の負担

雨水貯留浸透施設の例

浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まいづくりの工夫のイメージ

貯留機能を有する土地のイメージ

居室

基準
水位

住宅・要配慮者施設等の
安全性を事前許可制とする

居室の床面が
基準水位以上

浸水被害防止区域

敷地の
嵩上げ

ピロティ等

移転

被災前に安全な土地への移転を
推進（防災集団移転促進事業※等）

六角川流域水害対策協議会



【参考】特定都市河川浸水被害対策法の制度・施策等
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六角川流域水害対策協議会



【参考】貯留機能保全区域の指定に係る特例措置の創設（固定資産税・都市計画税）
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六角川流域水害対策協議会
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【参考】水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり（浸水被害防止区域に係る制度） 六角川流域水害対策協議会

 水災害の危険性の高い地域の 居住を避ける

 水災害の危険性の高い地域に

居住する場合にも命を守る

 水災害の危険性の高い地域からの 移転を促す

○災害レッドゾーンにおける自己居住用住宅以外の開発を原則禁止
※新たに、病院・社会福祉施設・ホテル・自社オフィス等の自己業務用施設の開発を原則禁止（R4.4～）

○災害レッドゾーンにおける高齢者福祉施設の新設を原則補助対象外
とする（R3年度※～）

○災害レッドゾーンを居住誘導区域から原則除外（R3.10～）

○浸水被害防止区域（災害レッドゾーンの１つ）制度を創設（R3.11～）
住宅・要配慮者利用施設の新設における事前許可制を導入

○既存の住宅等の浸水対策（嵩上げ等）を支援（R4年度～）

水災害リスクを踏まえた重層的な取り組みにより、安全なまち
づくり・住まいづくりを推進する。

※厚生労働省予算

○被災前に安全な土地への移転を推進

－居住者がまとまって集団で移転する制度※の活用（R3.11～）

※防災集団移転促進事業
住宅団地の整備・住居の移転等の費用について、補助対象経費の約94%を国が負担

（地方財政措置含む）

－個別住宅を対象とした移転を支援（R4年度～）

－防災指針への位置づけにより居住誘導区域への移転支援を強化（R5年度～）

浸水被害防止区域

家屋の居室の高さを浸水が
想定される深さ以上に確保

移転

居室

基準
水位

○ 住宅・要配慮者施設等の安全性を事前確認

－住宅（非自己）・要配慮者施設の土地の開発
行為について、土地の安全上必要な措置を講ずる

－住宅・要配慮者施設の建築行為について、
・居室の床面の高さが基準水位以上
・洪水等に対して安全な構造とする

浸水被害防止区域における安全措置
（特定都市河川浸水被害対策法） （防災集団移転促進事業）

○ 補助対象に浸水被害防止区域内の
住宅を追加 ＜R3年度予算より＞

○ 事前移転の場合、一定の要件の下で
補助対象経費の合計に設定されている
合算限度額を設定しないこと等による
事前防災の推進 ＜R5年度予算より＞

○ 災害レッドゾーンを立地適正化計
画の居住誘導区域から原則除外

○ 特別養護老人ホームなど高齢者福祉施
設について、災害レッドゾーンにおける
新規整備を補助対象から原則除外
＜厚生労働省にてR3年度より運用開始＞

○ 災害レッドゾーンにおける自己居住
用住宅以外の開発を原則禁止

※病院・社会福祉施設・ホテル・自社オフィス
等の自己業務用施設の開発を新たに
原則禁止とする（R4.4～）

（参考）災害レッドゾーン

・浸水被害防止区域（R3.11施行）
・災害危険区域（崖崩れ、出水等）
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域

開発の原則禁止

居住誘導区域から原則除外

高齢者福祉施設の新設への
補助要件の厳格化

被災前に安全な土地への移転を推進

ピロティ等

P

敷地の
嵩上げ

浸水被害防止区域から
被災前に安全な土地への移転が可能となる

（がけ地近接等危険住宅移転事業）

○ 補助対象に浸水被害防止区域内の
住宅を追加 ＜R4年度予算より＞

○ 除却等費に係る補助限度額を拡充
＜R5年度予算より＞

既存の住宅等の浸水対策（嵩上げ等）を支援

（災害危険区域等建築物防災改修等事業）

○ 補助対象に浸水被害防止区域内の住宅等
を追加 ＜R4年度予算より＞

居住する場合にも命を守る・移転を促す取組

居住を避ける取組

 水災害の危険性の高い地域を示す
○従来の浸水範囲に加え、土地の浸水頻度
をわかりやすく図示した「水害リスクマップ」
を新たに整備し、居住誘導や住まい方の
工夫等を促進

災害
レッド
ゾーン

市街化
調整区域

※当資料の水害リスクマップは床上浸水相当（50cm以上）の
浸水が発生する範囲を示しています（暫定版）

※凡例の（ ）内は確率規模を示しており、これは例示です

水害リスクマップの例

○ 市街化調整区域内で市街化区域
と同様の開発を可能とする区域※

から災害レッドゾーン及び災害イ
エローゾーンを原則除外（R4.4～）

※都市計画法第34条第11号、12号
に基づく条例で指定する区域

市街化調整区域内の開発許可の
厳格化

（参考）災害イエローゾーン

条例
区域※

浸水
想定
区域

浸水
想定
区域

災害
レッド
ゾーン

居住
誘導
区域

・浸水想定区域
（土地利用の動向、浸水深（3.0mを目安）
等を勘案して、洪水等の発生時に生命

又は身体に著しい危害が生ずるおそれ
がある土地の区域に限る）

・土砂災害警戒区域

（都市構造再編集中支援事業）

○ 居住誘導促進事業における浸水被害
防止区域等※からの移転支援を強化

＜R5年度予算より＞
※防災指針に即した災害リスクの高い地域

住宅団地
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